
R3　地域こん談会まとめ

番号 自治会名 こん談案件 回答内容 回答者 取組状況 取組状況の説明事項

1
東つつじケ丘

自治会

東つつじケ丘公園フェンス延伸
公園西側のフェンスが工事対象というこ
とだが、東側・南側も同時にできないの
か

東つつじヶ丘公園につきましては、平成２３年度の整備以
降、地域コミュニティ・交流の拠点として、また、日々の憩
い、健康増進の場として、多くの住民の皆様にご利用いた
だいているところです。
公園内でのボール遊びについては、周辺又は他の利用者
のことを考慮し、これまで、自治会と協議しながら一定の
ルールを設け、対応をしてきたところではありますが、自治
会から「公園西側、北側のフェンスを延伸する等、ボール
が飛び出ないような対策」の要望を頂いていたところで
す。
フェンスを高くすることは安全確保の観点からは有効な対
策の一つであると考えるところですが、フェンスを高くする
ことで公園内での危険な行為を助長することも考えられる
ことから、今年度、試行的に西側に６ｍのフェンスを設置
し、効果を検証していきたいと考えております。ご要望にあ
ります東・南側にも設置することにつきましては、一度、西
側の効果を検証していきたいこともありますので、引き続
き小中学校の教育指導や地域のマナー向上のため地域
の子供たちの見守りや、健全育成の視点でご協力いただ
きたいと考えるところですので、ご理解の程よろしくお願い
いたします。

まちづくり推
進部長

①実施

令和４年１月に西側部分６ｍの防球フェンスが完成
し、利用頂いているところです。
フェンスを高くすることは安全確保の観点からは有効
な対策の一つであると考えるところですが、引き続き
小中学校の教育指導や地域のマナー向上のため地
域の子供たちの見守りや、健全育成の視点でご協力
いただきたいと考えるところですので、ご理解の程よろ
しくお願いいたします。

2
東つつじケ丘

自治会

つつじケ丘117号線速度規制（スクール
ゾーン設定）
速度制限実施に向けて警察等関係機
関と協議したい。市としても協力をして
ほしい

平素は、本市の交通安全行政の推進にご理解とご協力を
賜り、ありがとうございます。
ご要望いただきましたとおり、本市といたしましても、地元
と亀岡警察署が協議される際には可能な限り協力をさせ
ていただきます。
今回、亀岡警察署に確認しましたところ、当該箇所につき
ましては、交通事故の発生状況等のデータ分析、現場の
立地環境を踏まえ、地元の方の合意形成を得た上で、今
後、京都府公安委員会が整備の可否を判断されるとお聞
きしております。
なお、住民の皆様から京都府公安委員会に直接ご提案い
ただける「京都府管理施設に対する府民の皆様からの提
案書」を京都府に要望を提出していただけると、亀岡警察
署も対応がしやすくなると聞いておりますので、ご検討を
宜しくお願い致します。

総務部長 ⑥その他 文書回答のとおりです。
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3
東つつじケ丘

自治会

つつじケ丘117号線速度規制（スクール
ゾーン設定）
南つつじケ丘小学校から500m以内であ
るため、スクールゾーンを設定したく協
議をしたい

スクール・ゾーンの設定につきましては、本年５月２６日の
自治委員会議において説明いたしましたところです。
設定条件としましては、１．学校を中心とした半径５００ｍ
以内の通学路。２．交通量が多く歩車分離の実施が困難
である通学路。３．ゾーン３０等の規制がなされていない通
学路。以上の条件のうち各学校２路線までを対象としてお
ります。
つつじケ丘１１７号線につきましては、歩道が整備されてお
り、通学路としての安全対策はなされていると考えます
が、スクール・ゾーンの設定を否定するものではございま
せん。
ただし、南つつじケ丘小学校の半径５００ｍ以内には、南
つつじケ丘自治会の区域も含まれているため、事前に南
つつじケ丘自治会ともご協議いただき、設定範囲を提示し
ていただければと考えております。

教育部長 ⑥その他 文書回答のとおりです。

4
東つつじケ丘

自治会

つつじケ丘117号線速度規制（スクール
ゾーン設定）
交通安全施設の設置（ガードレールな
ど）

当該路線は、通学路に指定されている区間のカーブ箇所
につきまして、学校規模適正化に伴う通学路整備により平
成31年度にガードパイプの設置を実施いたしました。その
他の区間につきましては、歩車道境界ブロックにより歩車
分離されており、一定の安全は確保出来ておりますが、下
りカーブにつきましては、速度超過による車両の逸脱が考
えられるため、ガードパイプ等の設置について検討してま
いります。

まちづくり推
進部長

③検討 文書回答のとおりです。

5
東つつじケ丘

自治会

つつじケ丘2号線溝蓋の未設置区間に
ついて
中央線については設置が完了した。関
連道路についても引き続き溝蓋設置を
していただきたい

道路維持修繕工事の要望につきましては、市内各所から
数多くの要望をいただいております。実際の修繕につきま
しては、車両や歩行者の通行に危険があるところや、自治
会からの優先順位が高い所より順次実施しております。
当該路線の側溝整備につきましては、今年度実施を予定
しております。

まちづくり推
進部長

②実施予定 実施予定時期：令和４年３月
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6
東つつじケ丘

自治会

広田平松線溝蓋の未設置区間につい
て
歩道の幅員と安全確保の観点から当該
道路には溝蓋を設置してほしい

道路維持修繕工事の要望につきましては、市内各所から
数多くの要望をいただいております。実際の修繕につきま
しては、車両や歩行者の通行に危険があるところや、自治
会からの優先順位が高い所より順次実施しております。
当該路線につきましては、一定の安全対策を実施してま
いりましたが、側溝整備も含め、効果的な交通安全対策を
検討してまいります。

まちづくり推
進部長

③検討 文書回答のとおりです。
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7
東つつじケ丘

自治会

前山東公園（曙台4丁目）のトイレ・手洗
い場の設置
公園内にトイレと手洗いの設置を。平成
27年に要望を出して、検討するとの回
答をもらっているが、その後の状況は

前山東公園につきましては、東つつじケ丘地区の開発に
伴い、平成１５年に街区公園として供用を開始したもので、
当公園につきましては指定管理者の亀岡市都市緑花協
会により定期的な施設の巡回点検や修繕を行い、市民の
皆様に安心・安全・快適に利用していただけるよう維持管
理に努めているところです。
手洗い場の新設につきましては、平成２７年度のこん談会
にも同様の要望を頂いているところで、手洗い場について
は、公園の衛生的な利用が期待できる反面、施設に対す
るいたずらの対応や冬場の凍結の問題など、維持管理上
の新たな問題の発生が予測されるところで、予算面や維
持管理上の整理が必要であることと、今後耐用年数をむ
かえる遊具の更新も含めて、検討してまいりますとの回答
をさせて頂いております。
市内には、３７箇所の都市公園があり、それぞれの公園に
おいて長寿命計画を策定し、計画的に既存施設を更新
し、適切な維持管理が図れるよう努めているところです
が、現状、既存施設の更新については十分な対応が出来
ていないところです。このような状況において、新たに施設
を設置することにつきましては、現時点では対応が困難で
あると考えるところです。
当公園につきましては、今後も指定管理者と協働し、快適
に利用頂けるよう公園の維持管理に努めてまいりますの
で、各家庭におきましても、子どもが不衛生的な遊びをし
た際にはすぐにお声掛けをいただくことや、ご家庭におき
まして手洗いやうがい等の徹底など、公園利用にあたって
ご協力をいただくことで、当公園を今後も地域の憩いの場
として利用していただければ幸いと思っておりますので、ご
理解をよろしくお願いします。

まちづくり推
進部長

⑤困難 文書回答のとおりです。
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